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Ⅰ　基本情報

Ⅱ　平成30年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

名称

募集方法

札幌市社会自立センター 所在地 東区伏古1条2丁目1番40号

施設維持管理業務、施設事業計画及び実施に関する業務、施設利用承認業務等

社会福祉法人　札親会

平成30年(2018年)4月1日～令和５年（2023）3月31日

所管局の評価

施設数：1

名称

就労継続支援A型事業所

項　目 実施状況

871.12㎥

主要施設

知的障がい者の社会自立を促進する為、生活指導、健康管理などに配慮した環境の下で労働する

作業室2室・更衣室、休憩室、食堂、相談室、医務室

非公募

非公募の場合、その理由:管理期間中の管理が良好に行われていると認められたことから、札幌
市福祉施設条例第13条第2項規程に基づき非公募とした。

３　評価単位

指定期間

複数施設を一括評価の場合、その理由：

指定管理者
の自己評価

指定管理者評価シート

事業名 札幌市社会自立センター管理業務 所管課（電話番号） 保)障がい保健福祉部障がい福祉課(211-2938)

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

平成4年4月 延床面積

指定単位

施設数：1

複数施設を一括指定の場合、その理由：

1　業務の要求水準達成度

▽　管理運営に係る基本方針の策定

業務の範囲

社会自立センター
の基本計画通り実
施することができ
た。
月に２回行っている
本人との面談、及
び年2回の保護者
懇談会を実施し、必
要に応じて三者面
談の中から利用者
個々のニーズを把
握し、個々の障害
特性に配慮した個
別支援計画作成
し、それをもとに就
労を継続していく上
で必要な知識や技
術の支援はもとよ
り、対人関係や健
康管理といった生
活支援も行ってい
る。

（１）統括管
理業務

・札幌市障がい福祉計画の基本理念の一つとして挙げ
られている「地域生活移行や就労支援などの課題に対
応したサービス基盤の整備」及び「福祉施設から一般就
労」に向けて、社会自立センターとして「生活支援、健康
管理などに配慮した環境の下で就労の機会の提供を行
うことにより、就労に必要な知識及び能力向上のための
訓練、その他のサービスを適切かつ効果的に行い、社
会自立を促進すること」を基本方針として策定した。
・個別支援計画に基づき支援を行い、利用者の就労に
必要な力を育てます。
・利用者の仕事と生活を理解しバランスを保ちながら、
働きながら地域生活が継続されまたは可能になるよう支
援します。
・仕事の理解・技術を高め、仕事を通じてひとり一人が充
実感を持ち、自己実現が図られるように支援します。
・職場が単に作業を提供するだけの場所にとどまらず、
生活に張りと豊かさを与える環境であり、生活の糧とな
るよう事業を展開します。

・基本方針に則
り、適正に管理運
営がなされてい
る。
・中学校及び高等
支援学校からの
実習の受入れや
就労移行支援事
業所等からの職
場体験としての利
用にも積極的に
対応している点は
評価できる。
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就労継続支援事業所という機能のみにとらわれず、職
業を体験できる場として広く自立センターを活用していた
だく。
・自立センターのサービス利用を希望する方々が公平公
正に支援を受けられるよう利用希望者への情報提供を
行い、高等支援学校、就労移行支援事業所、他関係団
体との連携を密に行っている。
・近隣中学校の特別支援学級の生徒、高等支援学校の
生徒の職場実習の受け入れ、就労移行支援事業所の
職場体験、さらには夏、冬の長期休暇を利用した職場体
験を積極的に受け入れ、ご本人が自身の適正（職業の）
を見極める場としての提供も行っている。
・利用契約者以外の相談にも積極的に応じ関係機関と
の連携のもとご本人の希望に応じた情報の提供を行っ
ている。

・指揮命令系統の明確な組織体制のもと、業務分掌を行
いそれぞれの部門に責任者を配置し管理運営に必要な
体制を業務計画概要にて全体周知してきた。
・職員配置は、基準より多く配置し手厚い支援を行える
体制を作るとともに研修計画をもとに、障がい理解及び
障がい者の就労に関わる研修に積極的に参加してき
た。さらに新任の職員に対しては日々のＯＪＴを心掛けて
きた。
・資格取得に向けた取り組みを行う。

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

今年度は、新規利
用契約者1名加入
し、定員30名対し、
37名の方と雇用契
約を結んでいる。ま
た、中学校及び高
等支援学校からの
実習生を１0名、大
学生の介護体験と
して1名の方に利用
していただいてい
る。

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

・エネルギー使用の合理化に関する法律を遵守し、社会
自立センターにおけるエネルギーの使用を利用者の活
動に支障をきたさない範囲で適切に管理し合理化を図っ
てきた。
・エネルギー使用の大部分が洗濯業務における電力、
重油であり機械の効率的な運転、日々のメンテナンスを
心掛け、使用料の削減に努める。

札幌市環境マネジ
メントに基づき適切
な管理を行った。機
械の効率的な運転
はもとより、照明の
こまめな消灯、室温
管理。さらにはコ
ピー用紙の裏紙使
用や雑紙への回収
を心掛けゴミの減
量に努めた。

業務分掌における
責任者の配置は、
適期にモニタリング
を行ってもらうこと
で機能的な業務の
遂行につながって
いる。
・職員研修は全て
の職員を対象に積
極的に参加に努め
た。
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▽　管理水準の維持向上に向けた取組

・市の障がい福祉施策と整合性を図り、安定かつ継続的
なサービス提供に努めた。
・利用者のニーズ・障害特性に配慮し、アセスメントを行
いそれをしっかりと個別支援計画に反映させ、日々の打
ち合わせや職員会議、サービス担当者会議を開催しき
め細やかな支援を行う。
・事故防止においては、「ヒヤリ・ハット」報告、「事故報告
書」を精査し事前の事故防止や職員の意識強化を図り、
安全・安心な職場環境に努める。
・利用者本人や保護者が気軽に相談できる体制を作り、
課題解決に向けた相談援助を行う。

今年度においては
大きな事故はな
かったものの軽微
なヒヤリ・ハットの報
告はあり、今後も気
を付けていく。月二
回の本人との面
談、年2回の保護者
懇談会を通して個
別の面談を行い、
場合によっては相
談支援事業所を交
え課題解決の支援
を行っている。

3



（別紙１）

協議・報告内容開催回

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

電気保安をはじめ機械整備に関わる分野について委託
する。
監督及び履行確認は徹底してきた。
第三者に委託し承認されている管理業務は以下のとお
り。
　①自家用電気工作物保安管理業務
　②機械警備（防犯警備、火災異常監視、設備異常監
視）
　③ボイラー設備保守点検業務
　④消防用設備点検業務
　⑤地下油タンク及び埋設配管の漏洩点検業務
　⑥水質検査
　⑦水洗機、乾燥機点検

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

再委託の適正、確
認に努める。

・法人の事務規定に測り準用。
・会計事務所に監査指導（年２回）、法人監事監査（年４
回）実施。

今後も適正な取り
組みを継続して行
う。

▽　要望・苦情対応

今年度は苦情等の
申し立てはなかった
が、申し立てがあっ
た場合については、
速やかに対応した
い。
要望については、
隣接したプレハブ小
屋を改修工事をし
て、色糸抜き作業
場を確保した。暖房
設備も整えた。

・法人苦情解決システムに関する規定に定めるところに
より解決のための体制、方法を確立している。
・施設内に利用者相談事業体制を掲示し苦情箱の設置
も行っている。また定期的に行ている面談の中からも要
望や意見を聴取している。
・面談にて下記の要望があった。
①色糸抜きの作業場が寒い。

社会自立センター
の運営上の課題、
展望、利用に関す
る満足度に対して
報告を行い、理解を
得、アドバイスをい
ただく。
アドバイスは、今後
の事業所運営に効
果的なものが多く聞
かれており継続的
な開催を行ってい
く。

第１回

・２月２7日　　運営協議会
・社会自立センターの現状と課題、展
望について。
・社会自立センターの利用に関するア
ンケート結果について。
・次年度への事業計画について。

＜協議会メンバー＞

札幌市保健福祉局障がい福祉課運営指導係長・及
び担当職員、札幌市立札幌小学校校長、社会福祉
法人わらしべ会理事長、利用者代表、保護者会役
員2名、社会自立センター所長、社会自立センター
職員代表。　　計9名
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

・8月31日に業務・財務監査があり、口頭指導のあった部
分は、できるところから速やかに改善している。
・毎月の月次報告の中で運営・管理に関する報告をして
いる。また、調査依頼文書を含む提出した書類は、ペー
パー管理とともにパソコンデーターとして管理している。

・記録類のデーター
管理は、確実に
行っている。監査で
の指摘事項は真摯
に受け止め速やか
な改善を行ってい
る。また、様々なア
ドバイスをしていた
だき管理・運営に活
かすことができてい
る。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタ
リングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、
自己評価の実施）

今年度は、事故、け
がもなく経過してお
り、今後も継続して
行っていく。

・仕様書に基づ
き、適正に施設の
維持管理がなさ
れている。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、
修繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

（２）労働関
係法令遵
守、雇用環
境維持向上

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

労働基準法、労働安全基準法、労働契約法、その他社
会自立センターの運営管理に当たり関連する労働関係
法令を遵守し、必要な届け出を監督官庁に提出し運営し
てきている。
・法人として社会福祉事業を取り巻く環境の変化に対応
すべく、福祉サービス提供者として職員ひとり一人が資
質の向上を図りながら、法人事業全体のレベルアップを
目指すことから人事考課制度を導入している。
・利用者においては、法定福利（雇用保険、社会保険、
厚生年金、退職共済」はもとより今年度も昨年に引き続
き、年度末に賞与を支給することができている。

雇用環境を整備し、
職員が目標を持
ち、やりがいのある
充実した職場環境
を実践してきた。
・利用者の賃金に
ついては年々向上
させることができて
いる。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向
上への配慮、連絡体制確保、保険加入）

・就労系の事業所であることから、働く環境への安全管
理は、整理整頓、保護具の着用をはじめ徹底して行って
いる。保険関係は、建物火災保険。利用者については、
施設賠償保険に加入し万が一の時に対応できる体制を
整えている。

・仕様書に基づ
き、適正に施設の
維持管理がなさ
れている。
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・施設及び設備全般の機能を良好に維持管理するととも
に、施設の劣化等を早期に発見し、措置するため日常
点検、定期点検、その他必要な保守点検業務を実施。
屋上部分の定期点検、ルーフドレンの清掃、館内のワッ
クスは確実に行えている。
  緑地は、保護者会による定期的なボランティアによって
美観を維持している。
市当局からは、6月に発生した給水ポンプの故障に対
し、時間はかかったが速やかに対応して頂き、新規に
ホーリング工事と給水ポンプ設置をして頂いた。さらに9
月の北海道胆振東部地震により、屋上の煙突に付いて
いた陣笠が外れ、この修理に対しても速やかに対応して
頂いた。
開設より27年が経過し建物全体の老朽化が進んでお
り、また、作業場では35Kの洗濯機は、一度解体修理を
したが、いつ壊れてもおかしくない状態となっていて、
50K洗濯機への買い替えを検討して頂いている。

施設・設備等の維
持管理は、年間計
画を立てるとともに
担当者を配置し実
施してきた。緑地
は、保護者会による
定期的なボランティ
アによって美観を維
持している。また、
毎朝始業前に施設
周辺のゴミ拾いを
行っている。
今年度は市当局に
より給水ポンプの故
障に伴う工事をして
頂いた。が、その関
係で半年間に渡り
地下水が使えず、
水道使用量が通常
の5倍 と膨らんでし
まった。今後も設備
の更新について
は、市当局と協議し
行っていきたい。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▽　障害福祉に関する情報収集及び情報提供業務

▽利用者の会（自治会）活動の支援

（4）事業の計
画・実施業務

・質の高い就労支援の提供と安定した収入の確保、健
康で豊かな生活を送るための地域支援活動を重点課題
とし取り組んできた。毎月本人と行っている面談や保護
者との面談からニーズを把握しアセスメントを行い、それ
をしっかりと個別支援計画に反映させ支援を行ってき
た。

▽就労支援事業の推進について

・地震、火災、風水害の災害及び事故による傷病などが
発生した場合に迅速かつ的確な対応ができるよう、防災
計画を定め、防火管理者を中心に日頃から訓練を行
い、利用者、職員などの安全確保を図ってきた。

火災については、
自動火災通報シス
テムを導入してい
る。7月26日、2月12
日に消火訓練、通
報訓練、避難誘導
訓練を実施してい
る。また、札幌市と
札幌市知的障がい
福祉協会主催の災
害時避難訓練に参
加し職員全員に周
知している。

・一般企業への就
労へ向けては、しご
とサポートセンター
との連携をとり、希
望者には情報提供
とサポートをしてい
る。また、高齢化が
進む中で、体力的
にきつくなってきた
人や仕事量が落ち
てきた人に対して、
時間を短くしたり、
休みを取るなどして
緩やかにB型事業
所への移行を促し
ていく必要があり検
討している

各養護学校、支援学校、就労移行支援事業所、社会福
祉協議会との連携により、各種実習の受け入れを行う。
また、ハローワーク、高齢・障がい者雇用支援センター、
さらには兄弟法人で行っている仕事サポートセンターと
密接な関係を保持し、諸手続き、就労斡旋など適切な支
援業務も行っている。
・法人ホームページを利用し事業所の情報提供を行う。
・近隣の小学生の職業体験をはじめ小学校のバザーに
も参加し障害についての啓発活動を行う
・見学者の積極的な受け入れを行う。

・各機関との連携及
び積極的な情報提
供により、実習生や
見学者、相談者の
数が増加してきて
いる。

・利用者の主体的な活動を支援すべく自治会活動の
バックアップを行い、年間数回行われる行事等の支援を
行う。

・利用者の自己選
択、自己決定を支
援し、年間行事の
内容については、で
きるだけ利用者主
体で計画を立て実
施する支援を行っ
ている。

▽　防災

・利用者個々人の
適性に応じたきめ
細かい配慮により
サービスが提供さ
れている点が評
価できる。
・一般企業への就
労を希望する利
用者を関係機関
と連携して支援し
ていることは評価
できる。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

２　自主事業その他

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

３　利用者の満足度

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

開所日数 269

（5）施設利用
に関する業
務

・（社福）札親会のホームページの更新、他東区社会福
祉協議会への登録など。ウェブアクセシビリティ方針～
JIS X8341-3:2016の適合レベルAAに準拠。
・施設の広報誌「ドリーム新聞」の発行（年3回）

・前回からの継続しての引き継ぎ業務はなし。

結果概
要

①センター利用（日数・時間）の満足度
「とても満足、満足」を合わせると      　 100％
②センターの建物の管理状況の満足度
「とても良い、良い」を合わせると　　　　94.6％
③利用者の作業内容の満足度
「とても満足、満足」を合わせると　  　　94.6％
④センター職員の支援満足度
「とても満足、満足」を合わせると　　　　91.8％
⑤センター内の活動以外での満足度（施設外就労）
「とても満足、満足」を合わせると　　　　64.8％
⑥センター行事の満足度
「とても満足、満足」を合わせると　　　　91.8％
⑦家庭生活への相談・支援の満足度
「とても満足、満足」を合わせると　　　　97.3％
⑧センターの総合的な満足度
「とても満足、満足」を合わせると　　　　94.6％
職員の接遇について
⑨職員は、きちんと挨拶をしているか
「とても良い、良い」を合わせると　　　　100％
⑩職員は、適切な言葉遣いをしているか
「とても良い、良い」を合わせると　　　　94.6％

▽　引継ぎ業務

▽　自主事業

（日）

H29実績 H30計画

▽　利用件数等

H30実績

継続していく。

・該当なし。

当初の計画通り

H30実績

利用延べ人数 8,944 8,944 9,141

(人)

269 269

（6）付随業務 ▽　広報業務

H29実績 H30計画

・高い利用率を維
持している点は、
評価できる。

・各種広報媒体を
利用した活動は
評価できる。

・適正に事業を実
施している。

・要求水準を10％
以上超える満足
度であり、非常に
高く評価できる。

今年度も選択式及
び記述式にてアン
ケートを取ってい
る。記述式にしたこ
とで多くの意見を聞
くことができており
改善できる部分は
早急に改善してい
る。今後も利用者の
意見を事業所運営
に生かしていき満
足度のさらなる向
上を目指したい。

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

・第三者委託は、すべて札幌市内の業者。
・事務用品及び消耗品も市内業者より購入している。

▽　利用者アンケートの結果

実施方
法

・実施期間　　　　平成31年１月25日～平成31年２月8
日
・対象者　 　　　　社会自立センター利用者３７名
・調査方法　　　　無記名の自計式アンケート
・回収率　　 　　　１００％
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①センターを利用(日数・時間)の満足度への意見
・正月休みが少しでも多くしてほしい。
・9時～17時までにしてほしい。
・今まで通りで良い。
➁センターの建物や設備、管理の満足度への意見
・古いもの等を買い替える事がとても良い。
・自立センターの道具の管理はしっかりしているなと思
う。　　・とても整理整頓されていてきれいにしていま
す。　　　　　　　・職場の空気が悪い。
・トイレに行くのが不便に思う。(プレハブ作業)
・プレハブの中がさむくなる事ある。
③作業内容へ満足度への意見
・仕事にやりがいを感じています。
・仕事に満足しています。2名
・とても楽しい。
・掃除が好きです。
・体を使う仕事をさせてもらえるのが良い。
・もっといろいろな仕事をしてみたい。(自立で)
・気が楽です。
・仕事頑張っています。3名
➃職員の支援満足度への意見
・きちんと分かりやすく説明してくれるので満足です。3
名　　　・ほめる時、しかる時のタイミングをちゃんと分
かっている。　　・職員は僕の話を聞いてくれます。
・ことば遣いが少し悪いと思います。
・もう少し分かりやすく説明してほしい。
⑤センターの作業以外での活動での満足度への意見
・皆といろいろしゃべったり、いろいろな事を体験出来
て楽しい。
・運動になるから楽しい。
⑥センターの行事の満足度への意見
・ワクワクナイトが楽しみです。
・みんなと一緒に活動が出来る事が楽しい。2名
・とても楽しい行事が多く楽しませてもらっています。3
名　　　・全員でまとまって楽しむ行事が少ないと思い
ます。3名　　　　　・旅行は行きたくないです。
⑦家庭生活への相談・支援の満足度への意見
・記述なし

利用者
からの

意見・要
望

⑧センターの総合的な満足度への意見
・記述なし
⑨職員の挨拶についての意見
・記述なし
⑩職員の言葉遣いについての意見
・記述なし
⑪職員の利用者への気持ちの理解・尊重についての
意見　　　　・記述なし
⑫職員の利用者や家族への対応についての意見
・記述なし
⑬接遇の総合的な満足度への意見
・記述なし

⑪職員は、利用者の気持ちの理解に努め尊重してい
るか
「とても良い、良い」を合わせると　　　　97.3％
⑫職員は、利用者からの相談などに親切、丁寧に対
応しているか
「とても良い、良い」を合わせると　　　　100％
⑬接遇の総合的な満足度は
「とても良い、良い」を合わせると　　　　97.3％
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利用者か
らの意

見・要望
とその対

応

余暇活動の充実で個々の希望を全て叶えることは出
来ませんが、出来る限り時間が取れる範囲でお楽しみ
の企画を一緒にしていくつもりです。高齢者へは緩や
かにB型事業所へ移行できるよう情報を集約し説明の
機会をつくるつもりです。

総評 総合的にみて、90%以上の満足度を頂いていますが、
益々仕事内容が厳しくなってきている中で余暇活動の
支援は難しくなってきています。また、高齢化が進んで
おり、マンパワー不足も否めません。給与に関しては、
非常に頑張って支給していますが、労基署の基準が
ネックとなっています。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

札幌市暴力団の排除の推進に関する条例を周知し対応します。各条
例の規定により、適切に対応してきている。・協定に関する契約（第三
者への委託、物品調達等）について、暴力団員や暴力団関係事業者を
相手に契約を行わなかった。

▽　収支

項目 ３０年度計画 ３０年度決算 差（決算-計画）

（千円）

<収入>

0

指定管理費

309

指定管理業務収入 73,490 73,511 21

収入 145,498 145,807

純利益 ▲ 2,470 ▲ 462 2,008

▽　説明

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

0

その他 13,792 13,792 0

自主事業収入 72,008 72,296 288

指定管理業務支出 76,612 74,182 ▲ 2,430

支出 147,968 146,269

法人税等

その他の収入は、
高齢者・障がい者
支援機構調整金、
施設行事（本人負
担分）収入

<支出>

指定管理費支出
は、職員人件費、事
業費、事務費支出

４　収支状況

59,698 59,719 21

利用料金

自主事業支出 71,356 72,087 731

収入-支出 ▲ 2,470 ▲ 462 2,008

利益還元 0

・安定した運営を
保持している。

・就労継続支援Ａ型事業所として、受注量の増加に努め、賃金や賞与
のアップを図りながらも収支を均衡を図る努力を進めている。

・各条例を順守
し、適正に対応し
ている。

・当初計画より赤
字幅の縮減を図
り、経営改善を進
めている。
・就労継続支援Ａ
型事業所として、
受注量の増加に
努め、賃金や賞
与のアップを図り
ながらも収支を均
衡を図る努力を進
めている点は評
価できる。

自主事業支出は、
従業員人件費、材
料費、機械賃借料、
燃料費

今年度就労支援事業で収入が増えた分は、１０月に従業員の賃金
アップと３月に賞与（基本給の0.6カ月分）を支給している。今年度は
暑さ対策で作業場にエアコン設置等の施設整備を行ったり、地下ポ
ンプの故障で上水道の使用量が増え、経費が嵩んだこと等も影響し
決算額は▲４６２千円となる。

▲ 1,699
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Ⅲ　総合評価

xe

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

平成30年に5年間の指定を受け最初となる今年度は、
札幌市公の施設に係る指定管理者の条例に基づき、当
初の計画通り実施することができました。
・しかしながら設備の面においては昨年来、クリーニン
グ事業の要であります給水ポンプの配管、地下水汲み
上げポンプの経年劣化のための早急な交換工事を市
当局にお願いしていましたが、配管が外れず、間もなく
ポンプも壊れ、工事を一からやり直すこととなりました。
その為、急遽水道水に切り替え対応したことで完全修
復までには6カ月以上かかり、その間の水道料の負担
が膨大な額となってしまいました。市当局の協力も頂き
利用者の給与には影響のないご配慮を頂きました。ま
た、9月7日の台風と9月8日の北海道胆振東部地震の
影響を受け、建物の至る所に小さな亀裂が生じたり、パ
ソコンサーバーが壊れ、屋上の煙突の陣笠が外れるな
ど被害が生じ、交通マヒによる出勤停止や洗濯ドラムの
バランスが狂うなどで工場が正常に機能するには3～4
日かかってしまいました。
・支援目標である「質の高い就労支援の提供と安定した
収入の確保」、「健康で豊かな生活を送るための地域支
援活動」においては、利用者それぞれが持てる力を十
分発揮し仕事にも生活にも意欲的に取り組めるよう、毎
月本人と行なっている面談などからニーズを把握し、そ
れをしっかりと個別支援計画に反映させ相談支援事業
所の職員、地域生活支援職員と連携を図り支援を行っ
てきました。が高齢化が進んでいる現状で、仕事の能率
化を考えると、今一度A型事業所の本来の在り方を考え
直す時期が来ているように感じます。
・就労事業におきましては、年間を通じて安定した受注
量が確保され概ね前年度水準以上の収入を確保でき
年度末には今年度も期末手当の支給を行うことができ
ました。給与も一人平均9万円台に届くようになりました
が、毎年上がる最賃への対応と労基署への最賃減額
申請に関しては、思うようにいかず、苦慮しております。
生活支援に関しては、自治会の主体的な活動を支援し
希望に沿った余暇の提供を行っています。
就労支援においては 引き続き情報を共有していきた

・就労事業の推進について
①利用者給与の増加を目標に、委託事業の増加、さら
には開拓を行う。
※前年度は、作業環境の改善としてプレハブの有効利
用をする為内装の改築をした。次年度は製品の保管場
所や効率の良い導線を考えたい。
②支援学校をはじめ各関係機関と連携し新たな利用者
の確保を行う。(職場実習の受け入れ)
③利用者の一般企業への移行を目標に、就労に必要な
知識及び能力の向上を図るとともに、ジョブコーチの育
成、就労支援の推進を図る。
④個別支援計画に基づき支援を行い、利用者の就労に
必要な力を育てるとともに働きながら安心してゆとりの
ある地域生活が送れるよう支援する。
・家庭状況の把握と地域生活に係る調査を実施する。
・各種関係機関に情報提供を行いより多くの市民に実
習や体験を通して事業所の利用を促進する。
・研修に積極的に参加し支援技術はもとより就労に係る
専門知識の向上に努める。
⑤高齢化対策とマンパワーの導入をする。
・平均年齢44歳。女性に至っては50歳となり、高齢者の
割合が高くなっている。その為人数の割には仕事の効
率やスピード、次の段取りなど落ちてきているのが顕著
に伺える。体力的にも厳しい利用者も出てきており、
個々の体力に合った仕事への移行を促していくと共に
時間短縮や週4日対応も検討しなくてはならない。一方
で新規の若い人材確保にも力を入れ、目標とする工賃
向上への基礎作りをしていきたい。
⑥労働基準監督署での減額申請に係る書類の見直し
と、総合支援法との整合性を統一させ変更届を再確認
していく。

【所管局の評価】

新規業務の開拓や作業環境の改善を図りながら安定し
た利用者数と高い利用率を保持しており、個々の特性
に応じたきめの細かい支援は評価できる。

引き続き、新規業務の受注に取り組み、従業者の処遇
向上に努めていただきたい。
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